
佐賀県自動車整備業生産性向上支援事業費補助金

補助対象事業 取組例

生産性向上
生産性向上に資する取組
（設備やシステムの導入、補修等）

人材確保
人材確保に資する取組
（資格取得補助、ホームページ改修等）

物流業を支える自動車整備業の生産性向上と人材確保を支援します。

補助制度の概要

お問い合わせ先及び申請書提出先

事業実施期間

公募期間

概要は裏面に記載しておりますので、ご参照ください。

対象事業のイメージ

補助対象となる取組

令和８年４月30日（木）～令和８年６月１２日（金）

交付決定日から令和９年１月１５日（金）

■佐賀県中小企業団体中央会

佐賀県自動車整備業生産性向上支援補助金 担当 宛て

〒840-0826 佐賀県佐賀市白山二丁目１番１２号 佐賀商工ビル６F

０９５２－２３－４５９８（平日９～１２時、１３～１７時）

最新整備機器導入による
整備工程の迅速化

空調設備の導入による
作業能率の向上

システムの導入による
回転率の向上

※本事業は国の重点支援地方交付金を活用しています

＜整備機器例＞
▸ライトテスター ▸ブレーキテスター ▸リフト ▸洗車設備 ▸タイヤチェンジャー、タイヤドリー
▸フロンガス回収機 ▸オイルチェンジャー ▸空調設備 ▸空調服

＜システム例＞
▸入庫・作業管理システム ▸車両管理システム ▸見積書作成システム

＜人材確保取組例＞
▸職場環境（シャワー室、更衣室等）整備 ▸採用ページの作成

採用サイト掲載による
人材確保

※ 複数事業で申請いただいた場合でも、補助上限額は1事業者あたり200万円になります。

※中古設備の対象条件
３者以上の中古品流通業者から
型式や年式が記載された
相見積りを取得すること
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項目 補助制度の概要

対象者
佐賀県内に本社・本店を有する中小・小規模事業者等で、
地方運輸局長から道路運送車両法第７８条に定める認証を
受けている者

要件

次の賃金UP要件または売上減少要件のいずれかに該当すること

賃金UP要件 売上減少要件

以下の全ての項目を満たす事業者
①令和６年１０月１８日以降の事業場内

最低賃金を５％以上引き上げること。
※１ ※２

②実績報告日または令和９年１月１５日の
いずれか早い日までに引き上げに伴う
賃金を支給していること。

③いずれの時点においても佐賀県の地域
別最低賃金及び特定（産業別）最低賃
金を下回っていないこと。

※１ 同一事業場内最低賃金で従事する
労働者が複数名いる場合には、当該
労働者全員について、賃金を５％以上
引き上げること。

※２ 事業場内最低賃金を引き上げた結果、
賃金額を追い越される者がいる場合

       には、その者についても引き上げ前の
       事業場内最低賃金から５％以上引き
       上げること。ただし、その者の賃金額が、
       引き上げ前の事業場内最低賃金額を
       ５％以上上回っている場合には、この
       限りでない

以下のいずれかに該当する事業者
①令和５年１０月～令和８年３月までの連続

する３ヶ月の合計売上高が令和２年１０
月～令和５年９月までの連続する同３ヶ月
の合計売上高と比較して１０％以上減少
していること。

②令和５年１０月～令和８年３月までの連続
する３ヶ月の合計粗利益額※３が令和２
年１０月～令和５年９月までの連続する
同３ヶ月の合計粗利益額と比較して３％
以上減少していること。

③直近の決算書の営業利益額※４が過去
４年度のいずれかの決算書の営業利益
額と比較して３％以上減少していること。

※３ 粗利益額は、売上額から売上原価を
     減じた金額
※４ 営業利益額は、売上額から販売費およ
    び一般管理費を減じた額
★令和５年８月以降に創業した事業者に

ついては、別に定める比較要件による
比較を可とする。

★令和7年12月以降に創業した事業者
は要件比較が不可能なため、対象外

補助金額 補助対象経費（税別）×２/３ （千円未満切り捨て）

補助金の
上下限額

①小規模事業者（個人） １事業者につき１５万円～２００万円
②小規模事業者（法人） １事業者につき３０万円～２００万円
③中小企業 １事業者につき５０万円～２００万円

※上記は概要になりますので、詳細の要件等は必ず交付要綱をご確認ください。

※①、②常時使用する従業員数：５人以下

※③資本金の額又は出資の総額が５千万円以下、
常時使用する従業員数（６人以上100人以下）
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